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資料３

有機ＪＡＳ規格の格付の仕組み



認定認定申請

有機ＪＡＳマークの貼付

認定事業者認定事業者

ＦＡＭＩＣＦＡＭＩＣ

報告

審査・監査

ＪＡＳ法違反の

 場合、立入検査

格付品検査

○

 
有機JAS制度の検査認証のしくみ

有機JAS制度は、登録認定機関により認定を受けた事業者が有機JASマークを貼付
するという仕組み

１

登録基準に適合し

 
ているかどうかに

 
ついて書類審査・

 
現地調査を実施
（登録後も、業務が適

 
切に行われているか

 
監査を実施）

認定の技術的基準に適合

 
しているかどうかを審査
適合している場合は認定
（認定後も、格付が適切に行わ

 
れているか調査を実施）

ＪＡＳマーク製品の流通ＪＡＳマーク製品の流通

生産行程が規格に適合している

 
ことを確認した証明

登録申請

登録認定機関登録認定機関

農林水産大臣農林水産大臣

登録基準に適合している

 
かどうかを審査
適合している場合は登録

登録

独立行政法人

 
農林水産消費

 
安全技術セン

 
ター



（参考）

 
適合性評価機関の認定を行う機関及び製品認証機関に対する一般要求事項

登録認定機関の登録に際し、行政の裁量の余地がない形での登録が可能となるよう、登
録基準として国際標準化機構等が定める基準（ISO/IECガイド65）が定められている。

３０２

認定機関（

 
ISO/IEC １７０１１）

製品（プロセスを含む）及び供給者

製品認証機関（

 
ISO/IECガイド65 ）

能力の評価

適合性の評価

農林水産省及びFAMIC

有機農家、有機食品工場

登録認定機関

認定機関＜農林水産省及びFAMIC＞は、製品認

 証機関＜登録認定機関＞の能力の評価を行う

製品認証機関＜登録認定機関＞は、製品（プロセ

 ス）及び供給者＜有機農家等＞について認定の技

 術的基準等に適合しているかどうかを評価する

供給者＜有機農家等＞は、有機農産物JAS規格

 等による格付を行い、有機JASマークを貼付する



登録申請

登録認定機関登録認定機関

農林水産大農林水産大臣臣

ＦＡＭＩＣＦＡＭＩＣ

報告

審査・監査

○

 
登録認定機関の登録

登録認定機関は、農林物資の種類ごとに、登録基準に適合しているかどうかについて
FAMICによる審査を受ける。登録基準に適合している場合には農林水産大臣が登録する。

３

登録基準

 

（JAS法第17条の2

 

（要旨））
ISO/IECガイド65に適合する法人であること
登録申請者が、その申請に係る農林物資の製造業者等に支
配されていないこと

登録認定機関は、以下の事項を内容とする認定に関する業務に関する規程（業務

 規程）を定め、これに従って業務を実施

事業所の所在地、認定業務を行う区域、対象区分、業務時間・休日
認定、認定の取り消し、その他認定に関する業務の実施方法
認定に関する料金の算定方法
業務を行う組織、業務を行う者の職務
認定業務の公正な実施のために必要な事項 等

登録基準に適合している

 
かどうかについて書類審

 
査・現地調査を実施
（登録後も、業務が適切に行わ

 
れているか監査を実施）

登録基準に適合している

 
かどうかを審査
適合している場合は登録

登録



○

 
有機JAS制度の周知等

有機JAS制度に対する、消費者や事業者の理解を促進するため、パンフレットやハンド
ブックの作成・配布を行うことにより、周知に努めている。

４

消費者向けの有機食品に関する
パンフレットの作成・配布

消費者と認定事業者の交流など
を行うセミナーの開催

有機ＪＡＳ制度の内容などを農林
水産省のHPで情報提供

認定取得を目指す事業者向けの
有機ＪＡＳ制度ハンドブック（農産
物、加工食品、飼料及び畜産物）
の作成・配布

有機ＪＡＳ制度の信頼性向上のた
め関係者への研修会の開催

有機ＪＡＳ検査認証ハンドブック ＪＡＳ規格の認定取得ガイド

【主な内容】

○ＪＡＳ法と有機食品の検

 
査認証制度

○生産の原則

○生産の方法

○生産行程の管理の方法

○有機の表示

有機食品っていいね 約束のある食べもの



登録認定機関登録認定機関

○

 
登録認定機関の役割

 
（事業者の認定

 
（認定の技術的基準））

登録認定機関は、事業者を「認定の技術的基準」に基づき審査し、認定を行う。
認定事業者は、自らが生産した農産物について生産記録を検査し、農産物が有機JAS規
格に適合すると判定（格付）した場合に、適合を確認した証明として有機JASマークを貼付

５

認定の技術的基準
ほ場、作業場、保管施設等が有機ＪＡＳ規格の
生産基準を満たしていること
有機ＪＡＳ規格に則して生産管理ができるよう、
手順書(規程類)が整備されていること
一定の経験を持ち、研修を受けた担当者が生
産行程管理し、格付する体制になっていること
管理記録等が適切に作成されていること

認定申請

認定事業者認定事業者

認定
認定の技術的基準に適合

 しているかどうかを審査
適合している場合は認定
（認定後も、格付が適切に行

 
われているか調査を実施）

有機JASマークの貼付

JASJASマーク製品の流通マーク製品の流通

生産行程が規格に適

 合していることを確認し

 た証明

事業者が、次のような状況にあることを確認
研修を受け、ＪＡＳ制度、有機ＪＡＳ規格につい
て十分理解している
有機ＪＡＳ規格の生産基準を満たす生産管理
を実践している (引き続き実践できる)
内部規程、格付規程を定め、必要に応じて見
直しをしている
規程に従った管理を行い、管理記録を記帳し、
証拠書類となる伝票類を保管管理している
登録認定機関から定期調査を受ける



（参考）ISO/IECガイド65の要求事項

登録認定機関の業務規程は、ISO/IECガイド65の要求事項を満たすように作成する必要
がある

３０６

JISQ0065:1997（ISO/IECガイド65）
1.

 
適用範囲

2.

 
引用規格

3.

 
定義（供給者）

4.

 
認証機関
4.1

 
一般

4.2

 
組織

4.3

 
運営

4.4

 
下請負契約

4.5

 
品質システム

4.6

 
認証の授与、維持、拡大、一時
停止及び取り消しに関する条件
及び手続き

4.7

 
内部監査及びマネージメント
レビュー

4.8

 
文書化

4.9

 
記録

4.10

 
機密保持

5.

 
認証機関の要員

5.1

 
一般

5.2

 
資格基準

6.

 
認証要求事項の変更

7.

 
異議申立て、苦情及び紛争

8.

 
認証の申請

8.1

 
手順に関する情報

8.2

 
申請

9.

 
評価のための準備

10.

 
評価

11.

 
評価報告書

12.

 
認証に関する決定

13.

 
サーベイランス

14.

 
適合にかかる権利、認証書及び
マークの使用

15.

 
供給者に対する苦情



○

 
登録認定機関の役割（認定事業者への確認調査等）

７

○認定事業者への確認調査
登録認定機関は、認定を行った生産農家や製造

 業者が認定後も認定の技術的基準や有機ＪＡＳ規

 格に基づいて生産を行っていることを確認するため、

 最低１年に１回、調査を行う

○検査員等への研修会の実施
登録認定機関は、検査員等に対し、適正な業務

 の実施を維持するため、研修会を実施

○認定事業者への講習会の実施
登録認定機関は、認定事業者（申請者を含む）の

 技術的能力を確保するため、自ら講習会を実施。
（当該登録認定機関が指定する講習会で実施する

 場合もある）

○認定事業者の確認調査
農林水産大臣が定める農林物資の

 種類ごとの認定事項の確認を行う期

 間（平成１８年３月１日農林水産省告

 示第２１７号）

○検査員等への研修会の実施
ガイド６５（４．２ｆ）、４．５．３．Ｉ））

○認定事業者への講習会の実施
認定の技術的基準（三、五）

※ただしコンサルタント業務は禁止
ガイド６５（４．２ｌ）４．２Ｏ）

登録認定機関は、認定事業者に対して有機JAS規格や認定の技術的基準に適合して

いるかを確認するための調査を行うほか、検査員等へ技能向上等のための研修会や、認
定事業者へ有機ＪＡＳ制度に関する講習会の開催も行っている



（参考）

 
登録認定機関の検査員についての要求事項

登録認定機関の検査員に求められること

 
（参考

 
ISO/19011）

１）個人的な資質、２）教育、業務経験、監査員訓練及び監査経験、３）知識及び技能

３０８

１）個人的資質
a.

 

倫理的である。公正である。信用できる。

 
誠実である。

b.

 

心が広い。
c.

 

外交的である。
d.

 

観察力がある。
e.

 

知覚が鋭い。
f.

 

適応性がある。
g.

 

ねばり強い。
h.

 

決断力がある。
i.

 

自立的である。

３）知識及び技能
監査員は次の事項ができることが望ましい

a.

 

監査の原則、手順及び技法を適用する。
b.

 

効果的に作業を計画し、必要な手配をする。
c.

 

合意した日程内で監査を行う。
d.

 

重要事項を優先し、重点的に取り組む。
e.

 

効果的な面談、聞き取り、観察、文書、記録

 
及びデータの調査によって、情報を収集する。

f.

 

監査のためにサンプリング技法を使用する

 
ことの適切性及びそれによる結果を理解す

 
る。

g.

 

収集した情報の正確さを検証する。
h.

 

監査所見及び監査結論の根拠とするために、

 
監査証拠が十分かつ適切であることを確認

 
する。

i.

 

監査所見及び監査結論の信頼性に影響し

 
得る要因を評価する。

j.

 

監査活動を記録するために作業文書を使う。
k.

 

監査報告書を作成する。
l.

 

情報の機密及びセキュリティを維持する。
m.

 

自分の語学力で、又は通訳を介して、効果

 
的に意思の疎通を図る。

２）教育、業務経験、監査員訓練及び監査経験

教育 中等教育

業務経験 合計5年

品質管理分野

 
での業務経験

合計5年のうちの2年以上

監査員訓練 40時間の監査員の研修

監査経験 監査チームリーダーとしての力量がある監

 
査員の指揮及び指導のもとで、訓練中の

 
監査員として完全な監査を4回かつ延べ20

 
日以上行った経験。これらの監査は過去3

 
年以内に完了していることが望ましい。

ISO9000の場合の例



○

 
有機認定事業者の役割

９

＜格付規程＞
生産行程についての検査に関する事
項
格付の表示（有機JASマーク）に関す

る事項
格付後の荷口の出荷又は処分に関す
る事項
格付に係る記録の作成及び保存に関
する事項
格付の実施状況についての認定機関
による確認等の適切な実施に必要な
事項

＜内部規程＞
種苗等の入手に関する事項
肥培管理、有害動植物の防除、一般管理及び育
苗管理に関する事項
生産に使用する機械及び器具に関する事項
収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その
他の収穫以後の工程に係る管理に関する事項
年間の生産計画の策定及び当該計画の認定機
関への通知に関する事項
生産行程の管理又は把握の実施状況についての
認定機関による確認等業務の適切な実施に関し
必要な事項

認定事業者は、認定の技術的基準に基づき、栽培基準等に関する内部規程を作成するとともに、有

 機JAS規格に基づいて格付が行われていることを確認するための手順書である格付規程を作成する。
これらの規程に基づいて、生産管理や格付の表示が適切に行われているかどうかについて登録認

 定機関の確認調査を受ける必要がある。

格付担当者、格付責任者
施設の数、分散状況により必要な人数
学歴及び実務経験による資格要件
生産行程の検査を行い、合格なら格付を行う
研修の受講義務（担当者すべて）

生産行程管理担当者、生産行程管理責任者
生産行程を管理し、その内容を把握する者
ほ場の数、広さ、分散状況により必要な人
数をおく
学歴及び実務経験による資格要件
研修の受講義務（責任者は必須）



自己検査・自己格付

農産物が有機ＪＡＳ規格に基づき生産されたものであると判
断するのは、登録認定機関ではなく、生産行程管理者自身

ほ場の所在地
作物の種類
栽培面積
作業日及び作業内容
使用した種苗
使用した資材名等
機械器具の名称及び
管理方法
収穫以降の管理方法

①内部規程で定め

 る栽培基準等に

 従って生産管理し、

 その記録をつける

②荷口（ロット）

 の管理記録

 が揃っている

 かを確認

③生産方法が有機

 農産物の日本農

 林規格に適合する

 か確認（格付）

④有機ＪＡＳマークの

 貼付（格付の表示）

 と出荷

記録がなければ

 
格付を行うことは

 
できない

使用した有機JASマーク

 
の枚数や破棄枚数を記録

 
する
出荷先ごとに出荷日や出

 
荷量を記録する

適合しない場合、不合

 
格となり有機ＪＡＳマー

 
クを付して出荷すること

 
はできない
生産行程管理記録に基

 
づき格付を実施したこと

 
を記録

○有機農産物の生産行程管理者が整備する規程、記録等の例
・組織や生産、保管等に係る施設に関する台帳
・内部規程
・作業記録（栽培管理記録、機械・器具の使用簿、出荷記録、専用包材の使用簿等）
・格付規程
・栽培基準（種苗リスト、資材リスト）

○有機農産物の生産行程管理者が行う活動の例

 
(生産行程についての検査方法）

10

生産行程管理者は、内部規程で栽培基準等を定め、生産管理、荷口管理等の記録を行
い、有機JAS規格等への適合性を確認し、有機JASマークの貼付等を行う



有機JAS制度の認定の仕組みの検証にあたっての検討課題

３０

○

 
登録認定機関の業務のあり方

効果的な業務規程の作成と運用
FAMICによる監査

○

 
登録認定機関の検査員の資格のあり方

教育、訓練
必要な知識、技能

○

 
認定事業者が責任をもって行うべき活動のあり方

効果的な内部規程の作成と運用
効果的な格付規程の作成
確実な格付記録の管理と格付の実施
格付担当者の教育、訓練

11
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